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お知 せら

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

　
症
の
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
︑

　
相
談
会
の
中
止
や
電
話
相
談

　
な
ど
に
変
更
す
る
場
合
が
あ

　
り
ま
す
︒

●
こ
こ
ま
で
の
相
談
場
所
・
問

い
合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課

（
☎
37
２
１
４
４
）

生
活
困
り
ご
と
相
談

　

経
済
的
な
困
り
ご
と
な
ど
、
気

軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　

月
〜
金
曜
日
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）、
8
時
30
分
〜
17

時
、
生
活
サ
ポ
ー
ト
相
談
セ
ン

タ
ー
（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
は

ま
な
す
館
）内　

☎
36
２
０
１
５
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

関
連
無
料
電
話
相
談

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
に
起
因
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
悩
み
ご
と
に
つ
い
て
、
無
料

困
り
ご
と
相
談
・
法
律
相
談
会
に

お
い
て
、
弁
護
士
が
電
話
で
相
談

に
応
じ
ま
す
。

●
日
時　

月
・
木
曜
日　

15
時
〜

17
時

※
１
回
の
相
談
時
間
は
30
分
で
す
。

※
確
認
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　

事
前
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

東
日
本
大
震
災
　
　
　

無
料
困
り
ご
と
相
談
・

法
律
相
談
会

　

震
災
に
よ
り
法
律
問
題
や
税
金

問
題
で
お
悩
み
の
方
、
そ
の
ほ
か

生
活
全
般
の
困
り
ご
と
が
あ
る
方

を
対
象
に
無
料
法
律
相
談
を
行
い

ま
す
。
ど
ん
な
相
談
で
も
構
い
ま

せ
ん
の
で
、
気
軽
に
相
談
く
だ
さ

い
。

●
日
時　

平
日　

13
時
〜
17
時

※
曜
日
に
よ
っ
て
相
談
員
・
相
談

　

時
間
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
左

　

記
の
相
談
員
の
項
目
で
確
認
く

　

だ
さ
い
。

●
相
談
員　

福
島
県
弁
護
士
会
、

相
馬
市
四
団
体
協
議
会
（
司
法
書

士
会
・
税
理
士
会
・
行
政
書
士
会
・

土
地
家
屋
調
査
士
会
）、
福
島
県

社
会
保
険
労
務
士
会

▽
弁
護
士
会
︻
電
話
相
談
の
み
︼

主
な
相
談
内
容
＝
原
発
事
故
に
よ

る
損
害
賠
償
、
多
重
債
務
な
ど

月
・
木
曜
日　

15
時
〜
17
時

※
確
認
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　

事
前
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
司
法
書
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
相
続
手
続
き
、

売
買
、
贈
与
、
登
記
、
会
社
な
ど

火
・
水
・
金
曜
日　

13
時
〜
16
時

▽
税
理
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
所
得
税
、
相
続

税
、
贈
与
税
、
法
人
税

金
曜
日　

15
時
〜
17
時

▽
行
政
書
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
農
地
転
用
許
可

申
請
、
そ
の
他
官
公
庁
許
認
可
申

請月
曜
日　

13
時
〜
15
時

▽
土
地
家
屋
調
査
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
分
筆
、
測
量
、

土
地
建
物
の
調
査

水
曜
日　

15
時
〜
17
時

▽
社
会
保
険
労
務
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
雇
用
保
険
、
労

災
保
険
、
健
康
保
険
な
ど

木
曜
日　

13
時
〜
15
時

行
政
相
談

●
日
時
　
10
月
13
日
（
火
）
10
時

〜
12
時

多
重
債
務
相
談︻
電
話
相
談
の
み
︼

●
日
時
　
毎
日
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）
8
時
30
分
〜
17
時

　

必
要
に
応
じ
て
弁
護
士
相
談
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

無
料
法
律
相
談

　

日
常
生
活
の
悩
み
な
ど
に
関
し
、

無
料
で
相
談
を
行
い
ま
す
。

　

希
望
す
る
方
は
生
活
環
境
課
へ

予
約
く
だ
さ
い
。

●
日
時

①
10
月
5
日
（
月
）

②
10
月
19
日
（
月
）

13
時
〜
16
時
30
分

市
民
相
談

●
日
時
　
毎
日
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）
8
時
30
分
〜
17
時

交
通
事
故
相
談

●
日
時

①
10
月
8
日
（
木
）

②
10
月
22
日
（
木
）

9
時
〜
17
時

消
費
生
活
相
談

　

訪
問
販
売
・
商
品
ト
ラ
ブ
ル
な

ど
に
つ
い
て
。

●
日
時　

毎
日
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）
8
時
30
分
〜
17
時

相馬市公式ツイッターです。

随時、市からのお知らせをお伝えしてい

ます。

soma_city＠

　

10
月
19
日
（
月
）
〜
25
日
（
日
）

の
一
週
間
は
、「
行
政
相
談
週
間
」

で
す
。

　

行
政
相
談
は
、
役
所
（
国
・
県
・

市
町
村
）な
ど
の
仕
事
に
関
し
て
、

苦
情
や
困
っ
て
い
る
こ
と
、
心
配

な
こ
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と
、
要

望
し
た
い
こ
と
な
ど
の
相
談
に
応

じ
、
そ
の
解
決
を
お
手
伝
い
す
る

も
の
で
す
。

　

こ
の
週
間
に
併
せ
て
特
設
行
政

相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

︻
特
設
行
政
相
談
所
︼

●
日
時　

10
月
20
日
（
火
）
10
時

〜
12
時

●
場
所　

市
役
所
1
階
相
談
室
兼

会
議
室

●
行
政
相
談
委
員

▽
菅
野
良
成 

相
談
員

▽
荒
知
之 

相
談
員

●
問
い
合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課　

（
☎
37
２
１
４
４
）

行
政
相
談
委
員

に
よ
る
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
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大阪府出身。平成 17 年弁
護士登録。大阪の法律事務
所で 4 年勤務後、日本弁
護士連合会などの支援で
設置された公設事務所（秋
田県大館市）に所長とし
て赴任（6 年間）。平成 28
年 4 月より現職（福島県
弁護士会会員）。

エッセー　

法律あれこれ

弁護士 小津充人

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
な
ん
と
か

企画政策部　参事

　

前
月
号
の
記
事
で
、
民
法
改
正

を
紹
介
す
る
の
で
あ
れ
ば
売
主
の

不
適
合
責
任
（
旧
瑕
疵
担
保
責

任
）
な
ど
も
言
及
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
、
担
当
係
長
に
糾
弾
さ
れ

ま
し
た
が
、
聞
く
耳
は
持
ち
ま
せ

ん
！（
次
号
以
降
の
ど
こ
か
で
。）

　

さ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
観
点

か
ら
発
せ
ら
れ
た
飲
食
店
の
営
業

や
出
張
を
含
め
た
旅
行
に
対
す
る

「
自
粛
の
要
請
」、
こ
れ
と
矛
盾

す
る
と
も
思
え
る
「
Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
が
、
世
間
で
話

題
で
す
。

　

憲
法
は
「
何
人
も
、
公
共
の
福

祉
に
反
し
な
い
限
り
、
居
住
、
移

転
及
び
職
業
選
択
の
自
由
を
有

す
る
。」（
22
条
1
項
）
と
規
定
し
、

移
動
・
旅
行
の
自
由
や
、
職
業
選

択
に
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
営
業

の
自
由
を
保
障
し
て
い
ま
す
。
今

日
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、
や
や
雰

囲
気
の
異
な
る
文
言
が
並
ん
で
い

ま
す
が
、
古
く
封
建
制
の
時
代
に

は
、
領
主
が
領
民
を
身
分
的
に
支

配
し
、
領
民
は
決
め
ら
れ
た
土
地

と
、（
土
地
利
用
に
適
し
た
）
決

め
ら
れ
た
仕
事
に
縛
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
土
地
か
ら
領
民
・
市

民
を
解
放
す
る
こ
と
が
職
業
選
択

の
自
由
の
出
発
点
だ
っ
た
の
で
す
。

　

少
し
脱
線
し
ま
し
た
が
、
本

条
項
に
基
づ
け
ば
、
理
論
的
に

は
、
移
動
・
営
業
の
自
由
に
対
す

る
、
公
権
力
に
よ
る
不
合
理
な
介

入
・
制
限
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
法
律
家
的
に
は
、

裁
判
所
は
こ
の
話
題
を
ど
う
判
断

す
る
だ
ろ
う
か
…
と
い
う
こ
と
を

想
像
し
ま
す
。
問
題
解
決
の
手
段

と
し
て
裁
判
所
を
利
用
す
る
職
業

で
あ
る
以
上
、
そ
こ
で
の
判
断
の

見
通
し
が
事
件
処
理
の
方
向
性
に

強
く
影
響
す
る
か
ら
で
す
。
裁
判

所
は
、
憲
法
の
条
文
の
文
字
面
を

こ
ね
回
す
の
で
は
な
く
、
憲
法
学

や
判
例
の
積
み
重
ね
を
踏
ま
え
て

判
断
し
ま
す
。
職
業
選
択
の
自
由

は
、
憲
法
の
保
障
す
る
権
利
・
自

由
の
な
か
で
も
経
済
的
自
由
と
整

理
さ
れ
、
裁
判
所
は
政
策
的
な
判

断
を
尊
重
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

極
端
に
い
う
と
、「
適
切
か
不
適

切
か
」
と
い
う
「
10
段
階
の
５
か

６
か
」
と
い
う
判
断
で
は
な
く
、

「
明
ら
か
に
不
適
切
か
そ
う
で
な

い
か
」
と
い
う
「
10
段
階
の
２
や

３
か
、
そ
う
で
は
な
い
か
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
判
断
か
ら
逃

げ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、

裁
判
所
は
、
選
挙
民
か
ら
一
番
遠

い
立
場
に
あ
る
国
家
機
関
で
あ
る

と
の
自
覚
と
、
他
方
で
、
前
例
の

な
い
事
案
に
対
し
、
判
断
の
基
礎

資
料
も
検
討
の
時
間
も
限
ら
れ
た

中
で
の
判
断
が
必
要
と
な
る
立

法
・
行
政
機
関
に
よ
る
意
思
決
定

の
尊
重
の
結
果
を
示
す
も
の
と
い

う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
う
す
る

と
、
法
律
の
世
界
か
ら
は
、
一
応

の
説
明
が
つ
く
政
策
に
つ
い
て
は

（
違
和
感
を
抱
き
つ
つ
も
）
据
わ

り
の
良
い
評
価
を
示
す
こ
と
は
難

し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

我
々
に
で
き
る
の
は
、
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
に
考
え
、
雇
用
確
保
・
地

域
経
済
の
た
め
、
感
染
予
防
に
留

意
し
な
が
ら
地
元
で
飲
食
・
宿
泊

す
る
こ
と
。
あ
と
は
、
投
票
所
に

Ｇ
ｏ
…
。

※診療時間は 9:00 ～ 16:00

休日の当番歯科医

休日の当番医

献血に協力を
月日 時間 場所

10 月 10 日（土）

10:00 ～ 12:00

エイトタウン相馬

13:30 ～ 16:00

10 月の行事予定　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（9 月 14 日現在）

月日 行事名 場所

10 月 22 日（木） 福島県民共済移動相談会 市民会館

※採血は医師の診断の上、行います。

※診療時間は 9:00 ～ 16:00
※救急医療病院は公立相馬総合病院（☎ 36-5101）
　　　　　　　　相馬中央病院　  　（☎ 36-6611）

10 月 4 日（日 ) 大町病院（歯科） 南相馬市原町区 24-2333

10 月 11 日（日 ) 篠山歯科医院 沖ノ内二丁目 36-1622

10 月 18 日（日 ) 西町歯科医院 南相馬市鹿島区 46-5534

10 月 25 日（日 ) 新開歯科医院 中村字宇多川町 36-3214

10 月 4 日（日 ) やまぐち小児科医院 中 村 一 丁 目 37-8815

10 月 11 日（日 ) 浜通りふれあい診療所 沖ノ内一丁目 26-7100

10 月 18 日（日 ) わたなべ胃腸内科 大曲字大毛内 26-5061

10 月 25 日（日 ) すぎやまこどもクリニック 大曲字大毛内 26-5111

※新型コロナウイルス感染症対策を実施の上、行います。
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国
勢
調
査
の
回
答
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す
。

　

万
が
一
、
調
査
票
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
企
画
政
策

課
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
調
査
基
準
日

　

令
和
2
年
10
月
1
日

●
調
査
の
対
象
者　

令
和
2
年
10
月
1
日
現
在
、
日
本
に
住

ん
で
い
る
全
て
の
人（
外
国
人
を
含
む
）と
世
帯
が
対
象
で
す
。

※
10
月
1
日
午
前
零
時
現
在
で
出
生
し
て
い
る
お
子
さ
ん
も

　

調
査
対
象
に
な
り
ま
す
。

●
調
査
の
回
答
方
法

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ま
た
は
郵
送
で
回
答
く
だ
さ
い
。

※
調
査
基
準
日
ま
で
に
世
帯
や
世
帯
員
に
異
動
が
あ
っ
た
方
、

　

お
よ
び
調
査
員
に
よ
る
回
収
を
希
望
す
る
場
合
は
、
企
画

　

政
策
課
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

10
月
7
日
ま
で
に
回
答

を
お
願
い
し
ま
す

調
査
へ
の
回
答
は

お
済
み
で
す
か

国勢調査の詳細は、「国勢調査 2020 キャンペーンサイト」を確認ください。

https://www.kokusei2020.go.jp/ 国勢調査　2020 検　索

●
問
い
合
わ
せ
先　

企
画
政
策
課
（
☎
37
２
２
１
８
）

回答期限が近づいています

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
る
経
済

対
策
と
し
て
、
将
来
を
担
う
子
ど

も
た
ち
の
支
援
を
目
的
に
、
出
生

し
た
子
ど
も
を
養
育
す
る
保
護
者

へ
、
市
新
生
児
特
別
定
額
給
付
金

を
給
付
し
ま
す
。

●
対
象
者　

令
和
２
年
４
月
28
日

〜
令
和
３
年
３
月
31
日
に
生
ま
れ
、

出
生
後
初
め
て
市
の
住
民
基
本
台

帳
に
記
録
さ
れ
た
新
生
児

●
申
請
者
　
対
象
者
の
保
護
者

●
給
付
額　

対
象
者
１
人
あ
た
り

10
万
円

●
給
付
方
法　

申
請
者
本
人
名
義

の
銀
行
口
座
へ
振
り
込
み
。

令
和
2
年
4
月
28
日
〜
令
和
3
年
3
月
31
日
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん
へ

　

市
新
生
児
特
別
定
額
給
付
金

●
申
請
方
法　

対
象
者
の
保
護
者

へ
申
請
書
を
郵
送
し
ま
し
た
の
で
、

市
役
所
1
階
社
会
福
祉
課
に
持
参
、

ま
た
は
郵
送
で
申
請
く
だ
さ
い
。

※
10
月
１
日
以
降
に
出
生
届
を
提

　

出
し
た
対
象
者
の
保
護
者
に
は
、

　

市
役
所
1
階
社
会
福
祉
課
で
申

　

請
書
を
配
布
し
ま
す
。

※
申
請
内
容
に
よ
り
、
必
要
書
類

　

の
提
出
を
求
め
る
場
合
が
あ
り

　

ま
す
。

●
受
付
期
間　

10
月
１
日
（
木
）

〜
令
和
３
年
3
月
31
日
（
水
）

●
問
い
合
わ
せ
先　

社
会
福
祉
課

（
☎
37
２
２
０
４
）

　防犯灯は、夜間における犯罪の発生防止、
児童 ･ 生徒や市民の安全を守る観点から、防
犯効果が期待できるものです。
　防犯灯は、行政区長などからの要請を踏ま
えて、電力柱などへ市が設置します。
　お住まいの地域で防犯灯が必要な場合は、
行政区長などに相談ください。
※電力柱などがない場合の柱の設置費用や
　設置後の電気料金、防犯灯の更新費用など
　の維持管理費は、地域住民（行政区）など
　の負担となります。
●問い合わせ先
　地域防災対策室（☎ 37-2121）

防犯灯の設置は
行政区長などへ相談ください

　

こ
の
訓
練
は
、
全
国
瞬
時
警
報

シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
か
ら

の
情
報
が
防
災
行
政
無
線
で
正
常

に
受
信
で
き
る
か
確
認
す
る
た
め

に
行
う
も
の
で
、
本
市
以
外
に
も

全
国
で
同
様
の
情
報
伝
達
訓
練
が

一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。

●
実
施
日
時　

10
月
7
日
（
水
）

11
時
ご
ろ

●
訓
練
内
容　

市
内
に
設
置
し
て

あ
る
す
べ
て
の
防
災
行
政
無
線
か

ら
一
斉
に
、
次
の
内
容
が
放
送
さ

れ
ま
す
。

●
放
送
内
容

①
上
り
チ
ャ
イ
ム
音

②
「
こ
れ
は
、
J
ア
ラ
ー
ト
の
テ

ス
ト
で
す
」（
３
回
繰
り
返
し
放

送
さ
れ
ま
す
）

③
「
こ
ち
ら
は
、
防
災
そ
う
ま
広

報
で
す
」

④
下
り
チ
ャ
イ
ム
音

※
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、
地
震
・
津

　

波
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
な
ど

　

の
緊
急
情
報
を
、
国
か
ら
人
工

　

衛
星
な
ど
を
通
じ
て
瞬
時
に
伝

　

え
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

地
域
防
災
対

策
室
（
☎
37
２
１
２
１
）

防
災
行
政
無
線
で

情
報
伝
達
訓
練
を

実
施
し
ま
す
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お知 せら

　10 月は、国の 3R 推進月間です。市は、ごみの減量のために国の 3R に「Refuse（リフューズ）」を加えた 4R
を推進しています。全市民をあげてごみの減量化と再資源化のさらなる推進のため、下記の 4R に取り組みましょう。
▽ Reduce（リデュース）　ごみの量を減らす（必要なものを必要な量だけ買う）
▽ Reuse（リユース）　繰り返し使う（ものをすぐ捨てず、修理・修繕して繰り返し使う）
▽ Recycle（リサイクル）　ごみを資源として再利用する（ごみを正しい分別で出す）
▽ Refuse（リフューズ）　ごみになるものを受け取らない（マイバッグで買い物をする）
●問い合わせ先　生活環境課（☎ 37-2143）

ごみを減らすために 4R に取り組みましょう

　

介
護
保
険
要
介
護
認
定
を
受
け

て
お
り
、
か
つ
、
次
の
要
件
を
満

た
し
た
方
へ
、
10
月
30
日
に
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
送
付
し

ま
す
。
認
定
書
に
よ
り
、
年
末
調

整
お
よ
び
確
定
申
告
の
際
に
所
得

税
お
よ
び
住
民
税
の
控
除
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
12
月
31
日
よ
り
前
に
認
定
期
間

　

を
迎
え
る
方
や
現
在
要
介
護
認

　

定
の
申
請
中
の
方
は
、
新
た
な

　

要
介
護
認
定
が
確
定
し
た
場
合

　

1
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

※
今
年
亡
く
な
ら
れ
た
方
や
転
出

　

さ
れ
た
方
の
認
定
書
は
申
請
に

　

よ
り
交
付
し
ま
す
。

●
要
件

①
65
歳
以
上
で
要
介
護
1
以
上
の

認
定
を
受
け
、
か
つ
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
方

②
現
在
、
市
の
介
護
保
険
の
被
保

険
者
で
、
認
定
の
有
効
期
間
が
今

年
の
12
月
31
日
以
降
の
方
。

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

健
康

福
祉
課
（
☎
37
３
０
６
５
）

要介護認定を受けている方へ

「障害者控除
対象者認定書」

を送付します

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

年
金
な
ど
の
所
得
額
が
一
定
基
準

額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活

を
支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上

乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、

請
求
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
昨
年
度
に
請
求
し
た
方
で
、
今

　

年
度
も
支
給
要
件
を
満
た
し
て

　

い
る
方
は
、
手
続
き
不
要
で
す
。

●
要
件
と
給
付
額
　
下
表
の
と
お

り
︒

●
請
求
手
続
き
　
該
当
者
に
は
、

10
月
中
旬
頃
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
は
が
き
型
の
請
求
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入

し
、
返
送
く
だ
さ
い
。

◎
こ
れ
か
ら
年
金
を
受
給
す
る
方

は
、
年
金
の
請
求
時
に
手
続
き
く

だ
さ
い
。
請
求
先
は
次
の
と
お
り

で
す
。

▽
厚
生
年
金
を
受
け
て
い
る
方
＝

年
金
事
務
所

▽
国
民
年
金
の
み
受
け
て
い
る
方

＝
保
険
年
金
課

●
留
意
事
項

▽
添
付
書
類
は
不
要
で
す
。

▽
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
、
本

人
の
は
ん
こ
が
必
要
で
す
。

▽
支
給
要
件
を
満
た
す
場
合
、
2

年
目
以
降
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

▽
令
和
3
年
2
月
1
日
ま
で
に
請

求
の
手
続
き
を
行
う
と
、
令
和
2

年
8
月
分
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
給

付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

▽
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省

を
装
っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内
に

注
意
く
だ
さ
い
。
電
話
で
家
族
構

成
や
口
座
番
号
・
暗
証
番
号
を
聞

く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル　

年
金
生

活
者
支
援
給
付
金
の
請
求
で
お
困

り
の
時
に
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
電
話
番
号
＝
０
５
７
０
―
０
５

―
１
１
６
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
で
か
け

　

る
場
合
＝
０
３
―
６
７
０
０
―

　

１
１
６
５

▽
受
付
時
間

月
曜
日
＝
8
時
30
分
〜
19
時

火
〜
金
曜
日
＝
8
時
30
分
〜
17
時

15
分

第
2
土
曜
日
＝
9
時
30
分
〜
16
時

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
、
翌
日

　

以
降
の
開
所
日
初
日
に
19
時
ま

　

で
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
祝
日
（
第
2
土
曜
日
を
除
く
）、

　

12
月
29
日
〜
1
月
3
日
は
利
用

　

で
き
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ
先

▽
保
険
年
金
課（
☎
37
２
１
４
１
）

▽
日
本
年
金
機
構
相
馬
年
金
事
務

所
（
☎
36
５
１
７
２
）

※
音
声
案
内
が
聞
こ
え
た
ら
、
5

　

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
請
求
を
受
け
付
け
ま
す

年金の種類 支給要件 給付額

老齢基礎年金

▽ 65 歳以上
▽世帯全員の市民税が非課税
▽年金収入額とその他所得額の
合計が約 88 万円以下

次の①と②の合計額です。
①保険料納付済期間の額（月額）
＝ 5,030 円×納付済期間（月）／ 480 月
②保険料免除期間の額（月額）
＝ 10,856 円※×免除期間（月）／ 480 月
※ 4 分の 1 免除期間は 5,428 円。

障害基礎年金 前年の所得額が約 462 万円以下 障害等級 2 級　5,030 円（月額）
障害等級 1 級　6,288 円（月額）

遺族基礎年金 前年の所得額が約 462 万円以下 5,030 円（月額）

●要件と給付額
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令
和
3
年
度
の
市
立
幼
稚
園
の

入
園
希
望
者
を
、
次
に
よ
り
募
集

し
ま
す
。　
　

●
募
集
期
間　

10
月
1
日
（
木
）

〜
11
月
30
日
（
月
）

※
12
月
1
日
以
降
、
募
集
定
員
に

　

満
た
な
い
場
合
は
、
休
園
を
決

　

定
し
た
幼
稚
園
を
除
き
、
募
集

　

期
間
後
も
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

●
対
象
者
　
市
内
に
住
所
が
あ
る

幼
児
（
保
護
者
も
同
様
）
で
、
次

に
該
当
す
る
方

▽
５
歳
児　

平
成
27
年
4
月
2
日

〜
平
成
28
年
4
月
1
日
生
ま
れ

▽
４
歳
児　

平
成
28
年
4
月
2
日

〜
平
成
29
年
4
月
1
日
生
ま
れ

※
震
災
の
影
響
で
市
内
に
避
難
し

　

て
い
る
市
外
の
方
は
、
相
談
く

　

だ
さ
い
。

●
募
集
定
員　

次
の
表
の
と
お
り

︻
預
か
り
保
育
︼

●
対
象
者　

市
立
幼
稚
園
に
通
う

園
児

●
預
か
り
保
育
の
種
類

▽
常
時
預
か
り
保
育
＝
就
労
な
ど

に
よ
り
、
常
に
保
育
を
必
要
と
す

る
園
児
を
預
か
り
ま
す
。

▽
臨
時
預
か
り
保
育
＝
家
庭
の
事

情
に
よ
り
、
保
育
が
必
要
な
園
児

を
臨
時
的
に
預
か
り
ま
す
。

●
実
施
す
る
幼
稚
園　

3
人
以
上

の
希
望
が
あ
る
幼
稚
園

●
預
か
り
日　

次
の
日
を
除
い
た

日
に
実
施

①
土
・
日
曜
日
、
祝
日

②
8
月
13
日
〜
16
日

③
年
末
・
年
始
（
12
月
29
日
〜
1

月
3
日
）

④
教
育
委
員
会
が
指
定
し
た
日

※
都
合
に
よ
り
実
施
で
き
な
い
場

　

合
は
、
事
前
に
保
護
者
に
連
絡

　

し
ま
す
。

●
預
か
り
時
間　

教
育
時
間
終
了

後
〜
18
時

●
預
か
り
保
育
料

▽
常
時
預
か
り
保
育
＝
月
額
３
、

０
０
０
円

▽
臨
時
預
か
り
保
育
＝
日
額

300
円

※
幼
児
教
育
保
育
無
償
化
に
よ
り
、

　

保
育
の
必
要
性
の
認
定
を
受
け

　

た
園
児
の
保
護
者
は
、
利
用
実

　

績
に
応
じ
て
、
預
か
り
保
育
料

　

が
減
額
さ
れ
ま
す
。（
別
途
申

　

請
が
必
要
で
す
）

●
申
し
込
み
方
法

▽
常
時
預
か
り
保
育

　

常
時
預
か
り
保
育
申
込
書
を
希

望
す
る
幼
稚
園
に
提
出
く
だ
さ
い
。

申
込
書
は
各
幼
稚
園
に
あ
り
ま
す
。

▽
臨
時
預
か
り
保
育

　

預
か
り
保
育
を
希
望
す
る
日
ま

で
に
臨
時
預
か
り
保
育
申
込
書
を

希
望
す
る
幼
稚
園
に
提
出
く
だ
さ

い
。
申
込
書
は
各
幼
稚
園
に
あ
り

ま
す
。

※
幼
児
教
育
保
育
無
償
化
の
詳
細

　

の
案
内
は
、
各
幼
稚
園
を
通
し

　

て
配
布
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

学
校
教
育
課

（
☎
37
２
１
８
５
）

幼稚園名
定員（人）

電話番号
4 歳児 5 歳児

大野 35 35 35-1962

八幡 35 35 36-3808

飯豊 35 70 35-6756

日立木 35 35 35-0591 市
立
幼
稚
園　

園
児
募
集

●
入
園
手
続
き　

各
市
立
幼
稚
園

に
あ
る
入
園
願
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
希
望
す
る
幼
稚
園
に
提

出
く
だ
さ
い
。

※
現
在
、
在
園
中
で
引
き
続
き
通

　

園
さ
れ
る
方
の
手
続
き
は
不
要
。

●
保
育
料
月
額　

幼
児
教
育
保
育

無
償
化
に
よ
り
、
無
料
で
す
。

※
教
材
費
な
ど
は
別
途
支
払
い
。

マイナンバーカードに関する窓口での手続きは
事前に予約ください！

　マイナンバーカード交付・更新などの手続きには相当の時間を要するため、1 日に受け付けるこ
とができる人数に限りがあり、事前の予約なく来庁された方の当日手続きが難しい場合があります。
　滞在時間を短縮し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためにも、事前に電話予約願い
ます。
●予約・問い合わせ先　市民課（☎ 37-2138）

火を使う場所に
は消火器を備え
ましょう！

　

消
火
器
は
、
火
災
に
よ
る
被
害

を
効
果
的
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま

す
。
も
し
も
の
場
合
に
備
え
て
、

火
を
使
う
場
所
に
は
消
火
器
を
備

え
ま
し
ょ
う
。

　

消
火
器
に
は
、
一
般
向
け
の
小

型
で
軽
量
な
消
火
器
や
、
片
手
で

も
使
用
で
き
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡

易
消
火
具
も
あ
り
ま
す
。

　

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
、
地

域
の
防
火
防
災
訓
練
な
ど
に
参
加

し
、
適
切
な
消
火
器
の
使
い
方
を

覚
え
ま
し
ょ
う
。

●
一
般
的
な
消
火
器
の
使
い
方

①
消
火
器
を
火
災
現
場
近
く
の
安

全
な
場
所
ま
で
運
び
ま
す
。

②
黄
色
の
ピ
ン
を
引
き
抜
き
ま
す
。

③
ホ
ー
ス
を
外
し
、
ホ
ー
ス
の
先

端
を
持
っ
て
火
元
に
向
け
ま
す
。

④
レ
バ
ー
を
強
く
握
っ
て
放
射
し

ま
す
。

⑤
火
の
根
元
を
狙
い
手
前
か
ら
ほ

う
き
で
掃
く
よ
う
に
放
射
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

地
域
防
災
対

策
室
（
☎
37
２
１
２
１
）



令和 2．10．1　広報そうま 14

福
島
広
域
雇
用
促
進
支
援
協
議
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

県
立
医
科
大
学
は
、
県
の
委
託

を
受
け
、
県
民
健
康
調
査
「
妊
産

婦
に
関
す
る
調
査
」
を
行
っ
て
い

ま
す
。
妊
産
婦
の
皆
さ
ん
の
こ
こ

ろ
や
身
体
の
健
康
状
態
を
把
握

し
、
不
安
の
軽
減
や
必
要
な
ケ
ア

を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の

県
内
の
産
科
・
周
産
期
医
療
の
充

実
へ
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
を
目
的

と
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
過
去
の
調
査
結
果
は
県

立
医
科
大
学
放
射
線
医
学
県
民
健

康
管
理
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
妊
産
婦
に
関
す
る
調
査
」
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

●
調
査
時
期　

11
月
以
降

●
対
象
者

①
令
和
元
年
8
月
1
日
〜
令
和
2

年
7
月
31
日
に
県
内
の
市
町
村
か

ら
母
子
健
康
手
帳
を
交
付
さ
れ
た

方②
①
の
期
間
に
県
外
で
母
子
健
康

手
帳
を
交
付
さ
れ
、
県
内
で
里
帰

り
出
産
さ
れ
た
方

※
①
の
方
は
、
各
市
町
村
の
母
子

　

健
康
手
帳
交
付
時
に
登
録
さ
れ

　

た
情
報
を
基
に
し
て
い
ま
す
。

※
②
の
方
は
、
県
内
参
加
医
療
機

　

関
を
通
じ
、
本
調
査
へ
の
協
力

　

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
調
査

　

票
が
届
か
な
い
場
合
は
、
問
い

　

合
わ
せ
先
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

県
立
医
科
大

学
放
射
線
医
学
県
民
健
康
管
理
セ

ン
タ
ー
妊
産
婦
調
査
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
（
☎
０
２
４
―
５
４
９
―

５
１
８
０
）（
平
日
9
時
〜
17
時
）

県
民
健
康
調
査

「
妊
産
婦
に
関
す
る
調
査
」
を
実
施
し
ま
す

　11 月 22 日（日）に開催を予定していた第 9 回相馬
市子ども駅伝競走大会は、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため、中止します。
●問い合わせ先　生涯学習課（☎ 37-2278）

中止のお知らせ
市子ども駅伝競走大会

　

合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る

方
に
、
設
置
費
用
の
一
部
を
補
助

金
と
し
て
交
付
し
て
い
ま
す
。
合

併
処
理
浄
化
槽
は
ト
イ
レ
の
排
水

だ
け
で
な
く
、
台
所
や
風
呂
な
ど

の
生
活
雑
排
水
も
併
せ
て
処
理
し

ま
す
。

　

現
在
、
単
独
処
理
浄
化
槽
（
ト

イ
レ
の
み
処
理
す
る
浄
化
槽
）、

く
み
取
り
式
ト
イ
レ
を
利
用
し
て

い
る
方
は
、
生
活
雑
排
水
が
未
処

理
の
ま
ま
川
や
海
へ
流
れ
て
い
ま

す
の
で
、
早
め
に
合
併
処
理
浄
化

槽
を
設
置
く
だ
さ
い
。

●
補
助
対
象
地
域

　

下
水
道
計
画
区
域
お
よ
び
農
業

集
落
排
水
計
画
区
域
以
外
の
市
内

区
域

●
補
助
金
を
交
付
す
る
要
件

▽
建
築
家
屋
が
恒
常
的
に
使
用
さ

れ
る
住
宅
で
あ
る
こ
と
（
店
舗
併

用
住
宅
で
住
宅
部
分
の
面
積
が
2

分
の
1
以
上
も
含
む
）

▽
当
該
年
度
に
合
併
処
理
浄
化
槽

を
設
置
、
か
つ
維
持
管
理
す
る
方

▽
当
該
年
度
に
合
併
処
理
浄
化
槽

を
設
置
し
た
住
宅
を
購
入
、
か
つ

維
持
管
理
す
る
方

▽
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

▽
販
売
目
的
の
住
宅
で
な
い
こ
と

▽
工
事
着
工
前
に
補
助
金
の
申
請

を
行
う
こ
と

︻
補
助
限
度
額（
令
和
2
年
度
）︼

●
設
置
分

▽
5
人
槽
以
下

３
３
２
、
０
０
０
円

▽
6
〜
7
人
槽

４
１
４
、
０
０
０
円

▽
8
〜
10
人
槽

５
４
８
、
０
０
０
円

●
撤
去
分

　

完
全
撤
去
し
た
場
合
に
、
設
置

の
補
助
金
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

▽
単
独
処
理
浄
化
槽

４
５
、
０
０
０
円

▽
く
み
取
り
便
槽

３
０
、
０
０
０
円

●
宅
内
配
管
分
（
汚
水
ま
す
や
配

管
工
事
）

３
０
０
、
０
０
０
円

※
家
屋
の
新
築
以
外
で
、
単
独
処

　

理
浄
化
槽
を
合
併
処
理
浄
化
槽

　

に
転
換
す
る
場
合
の
宅
内
（
敷

　

地
内
）
の
宅
内
配
管
工
事
費
が

　

新
た
に
補
助
対
象
と
な
り
ま
し

　

た
。

◎
浄
化
槽
の
健
康
診
断　

浄
化
槽

を
管
理
す
る
方
は
、
浄
化
槽
の
保

守
点
検
、
清
掃
業
者
と
の
契
約
の

締
結
と
法
定
検
査
受
検
が
浄
化
槽

法
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

下
水
道
課

（
☎
37
２
１
６
５
）　

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
を
補
助
し
ま
す

●
日
時　

令
和
3
年
１
月
10
日

（
日
）
11
時

●
場
所　

市
民
会
館

●
対
象
者　

平
成
12
年
4
月
2
日

か
ら
平
成
13
年
4
月
1
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
方
で
、
市
内
に
居
住
ま

た
は
本
市
出
身
の
方

※
令
和
2
年
12
月
1
日
現
在
、
市　

　

内
に
住
民
登
録
の
あ
る
新
成
人

　

の
方
に
は
12
月
に
案
内
状
を
送

　

付
し
ま
す
。

※
参
加
申
し
込
み
は
必
要
あ
り
ま

　

せ
ん
。

●
市
内
に
住
民
登
録
の
な
い
方
で

参
加
を
希
望
す
る
方　

10
月
1
日

（
木
）
〜
10
月
30
日
（
金
）
に
市

役
所
1
階
生
涯
学
習
課
へ
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

※
電
話
申
し
込
み
も
可
能
で
す
。

●
留
意
事
項
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
感
染
状
況
に
よ
り
、

開
催
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

生
涯

学
習
課
（
☎
37
２
１
８
７
）

令和 3 年
成人式

ホームページ
はこちらから

お知 せら
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10
月
1
日
か
ら
、
ロ
タ
ウ
イ
ル

ス
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種
が
予
防
接

種
法
に
基
づ
く
定
期
予
防
接
種
に

加
わ
っ
た
こ
と
か
ら
、
市
は
ロ
タ

ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種
の

接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

　

予
診
票
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
時
に

交
付
し
ま
す
。
本
市
に
転
入
し
た

方
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
10
月
1
日
前
に
受
け
た
接
種
は

　

助
成
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

●
対
象
者　

令
和
2
年
8
月
1
日

以
降
に
生
ま
れ
た
乳
児
。

●
接
種
回
数　

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

予
防
接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す

10
月
1
日
か
ら

　

自
閉
症
の
子
を
持
つ
父
親
と
し

て
の
経
験
や
、
新
聞
記
者
、
論
説

委
員
と
し
て
障
が
い
者
の
差
別
解

消
に
携
わ
っ
て
き
た
経
験
な
ど
を

も
つ
講
師
を
迎
え
、
全
て
の
人
が

お
互
い
の
人
格
と
個
性
を
尊
重
し

合
い
な
が
ら
共
生
で
き
る
社
会
の

実
現
を
目
指
す
講
演
会
を
開
催
し

ま
す
。
ぜ
ひ
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

11
月
７
日
（
土
）
13
時

30
分
〜
15
時
30
分

※
開
場
＝
13
時
。

●
場
所　

サ
ン
ラ
イ
フ
南
相
馬
集

会
室
（
南
相
馬
市
原
町
区
小
川
町

３
２
２
―
1
）

●
講
師　

野
澤
和
弘 

氏
（
植
草

学
園
大
学
副
学
長
・
発
達
教
育
学

部
教
授
）

●
定
員　

100
人

●
申
込
期
限　

10
月
23
日
（
金
）

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬

地
方
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
拓

（
ひ
ら
く
）（
☎
26
７
４
７
０
）

相馬地方障がい者
差別解消講演会

自閉症の子と
ともに生きて

２
回
、
ま
た
は
3
回
。

※
接
種
す
る
ワ
ク
チ
ン
に
よ
っ
て

　

接
種
回
数
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

　

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
接
種
料
金　

委
託
登
録
医
療
機

関
で
接
種
の
場
合
、
全
額
市
が
助

成
し
ま
す
。

※
県
外
で
接
種
希
望
の
方
は
、
接

　

種
前
に
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
連
絡

　

く
だ
さ
い
。

※
委
託
登
録
医
療
機
関
は
、
予
診

　

票
交
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

保
健
セ
ン

タ
ー
（
☎
35
４
４
７
７
）

福
島
広
域
雇
用
促
進
支
援
協
議
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

求
人
票
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い

各
企
業
の
魅
力
を
聞
く
こ
と
が
で

き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
参
加
く
だ
さ

い
。

※
当
日
参
加
も
可
能
で
す
が
、
予

約
優
先
で
す
。

※
履
歴
書
は
不
要
で
す
。

●
日
時　

11
月
7
日
（
土
）

▽
10
時
30
分
〜
12
時

▽
13
時
30
分
〜
15
時

●
場
所　

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
・
フ
ェ

リ
ー
チ
ェ
（
馬
場
野
字
福
迫

３
９
１
―
２
）

●
定
員
　
各
回
30
人

●
申
込
期
限　

10
月
29
日
（
木
）

就
職
面
接
会
in
相
双

　

福
島
広
域
雇
用
促
進
支
援
協
議

会
は
、
就
職
面
接
会
な
ど
を
実
施

し
ま
す
。

※
参
加
費
は
無
料
で
す
。

就
職
面
接
会
in
相
双
に
向

け
た
事
前
就
職
相
談
会

ホームページ
はこちらから

Happy Halloween!
親子で楽しむ
国際交流英語イベント
　外国人ボランティアと英語で話しながら、異文
化に触れてみませんか？　
　どなたでも参加大歓迎ですので、友人などを
誘って参加ください。
●日時　10 月 25日（日）11 時～ 13 時
●場所　アムウェイハウス（馬場野字山越）
●参加費　500 円（昼食代）
●定員　20 人
●主催　ＮＰＯ法人相馬国際交流の会　
●申込・問い合わせ先　
荒（☎ 080-5220-6298）

　
「
就
職
面
接
会
in
相
双
」
へ
参

加
を
希
望
す
る
方
に
、
相
談
員
が

面
接
会
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め

の
コ
ツ
を
個
別
面
接
で
ア
ド
バ
イ

ス
し
ま
す
。

　

出
展
企
業
の
求
人
情
報
な
ど
が

掲
載
さ
れ
た
冊
子
を
見
な
が
ら
当

日
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き

ま
す
の
で
、
事
前
の
準
備
を
行
っ

て
面
接
会
に
臨
み
ま
せ
ん
か
。

●
日
時　

11
月
5
日
（
木
）
10
時

〜
14
時

※
面
接
時
間
は
20
分
程
度
で
す
。

●
場
所　

南
相
馬
市
民
情
報
交
流

セ
ン
タ
ー
２
階
大
会
議
室
（
南
相

馬
市
原
町
区
旭
町
二
丁
目
７
―

１
）

●
定
員
　
20
人
（
要
予
約
）

●
申
込
期
限　

10
月
29
日
（
木
）

︻
共
通
事
項
︼

●
留
意
事
項
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
感
染
対
策
を
講
じ

て
開
催
し
ま
す
。

●
申
し
込
み
先
　
電
話
、
ま
た
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
予
約
く
だ
さ

い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

福
島
広
域
雇

用
促
進
支
援
協
議
会
福
島
統
括

窓
口
（
☎
０
２
４
―
５
２
４
―

２
１
２
１
）　
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お知 せら
【
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
】

　

全
国
の
登
記
所
（
法
務
局
）
は
、

法
定
相
続
人
が
誰
で
あ
る
の
か
を

登
記
官
が
証
明
す
る
「
法
定
相
続

情
報
証
明
制
度
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
各
種
相
続
手
続
き
で
何
度

も
戸
除
籍
謄
本
な
ど
を
用
意
す
る

必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

　

手
数
料
も
無
料
で
、
複
数
あ
る

相
続
手
続
き
が
同
時
に
進
め
ら
れ

る
な
ど
、
と
て
も
便
利
で
お
得
な

制
度
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
活
用
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先
　
福
島
地
方
法

務
局
相
馬
支
局（
☎
36
３
４
１
４
）

【
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
】

　

７
月
10
日
か
ら
、
遺
言
の
利
用

を
促
進
し
、
相
続
を
め
ぐ
る
紛
争

を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

法
務
局
で
自
筆
証
書
遺
言
書
を
預

か
る
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

自
筆
証
書
遺
言
書
は
、
自
署
さ

え
で
き
れ
ば
遺
言
者
本
人
の
み
で

作
成
で
き
、
手
軽
で
自
由
度
の
高

い
も
の
で
す
が
、
遺
言
書
の
紛
失

や
亡
失
、
相
続
人
に
よ
る
隠
匿
や

改
ざ
ん
な
ど
の
恐
れ
が
あ
り
ま
し

法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

た
。

　

法
務
局
が
自
筆
証
書
遺
言
書
を

適
正
に
保
管
管
理
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
ら
の
防
止
が
図
ら
れ
る
と
と

も
に
遺
言
書
の
把
握
も
容
易
と
な

り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
利
用
く
だ
さ

い
。

　

詳
し
く
は
、
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
お
近
く
の
法
務

局
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

福
島
地
方
法

務
局
相
馬
支
局（
☎
36
３
４
１
３
）

※
音
声
案
内
が
聞
こ
え
た
ら
、
3

　

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

ホームページ
はこちらから

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納

　
　
　
　
　
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か

　

全
国
的
に
高
齢
運
転
者
に
よ
る

重
大
事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
思
い
当
た
る
場
合
、
運
転

免
許
証
の
自
主
返
納
を
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
？

▽
最
近
、
運
転
に
不
安
を
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
た

▽
物
忘
れ
が
激
し
く
な
っ
た

▽
体
力
の
衰
え
を
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
た

▽
標
識
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
こ

と
が
増
え
た
（
歩
行
者
の
発
見
が

遅
れ
て
し
ま
っ
た
）　

▽
交
通
事
故
を
起
こ
し
そ
う
に

な
っ
た
（
事
故
を
起
こ
し
て
し

ま
っ
た
）

︻
運
転
免
許
証
自
主
返
納
の

メ
リ
ッ
ト
︼

　

有
効
期
限
内
に
運
転
免
許
証
を

自
主
返
納
し
、
希
望
す
る
方
に
は
、

身
分
証
明
書
と
し
て
使
用
で
き
る

運
転
経
歴
証
明
書
が
発
行
さ
れ
ま

す
。

　

ま
た
、
運
転
経
歴
証
明
書
を
提

示
す
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
卒

業
サ
ポ
ー
ト
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
お
店

高
齢
運
転
者
と
家
族
の
方
へ

な
ど
は
、
下
記
の
ポ
ス
タ
ー
が
目

印
で
す
。

※
市
内
に
は
、
市
連
合
商
栄
会
な

　

ど
支
援
事
業
を
行
っ
て
い
る
多

　

数
の
事
業
者
が
い
ま
す
。

～市内 21 ルートに拡大～
おでかけミニバス運行中 !!

　市は、65 歳以上の方の買い物支援と中心市街地活性化を目的として
「おでかけミニバス」を運行しています。
　詳しくは、問い合わせください。
●問い合わせ先　企画政策課（☎ 37-2132）

◎
市
は
、
65
歳
以
上
の
方
を
対
象

と
し
た
お
で
か
け
ミ
ニ
バ
ス
を
運

行
し
て
い
ま
す
の
で
、
移
動
手
段

の
一
つ
と
し
て
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
県
内
の
運
転
免
許
証
自

主
返
納
者
へ
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど
の

詳
細
は
、
県
生
活
交
通
課
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課　

（
☎
37
２
１
４
４
）

ホームページは
　 こちらから


